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は  じ  め  に 
  
  

公益財団法人日本パラスポーツ協会が、登録団体に対し行う本事業は、国庫補助金を財

源としています。公的な財源によって事業委託を行うため、対象となる事業経費には制限

があり、さまざまな手続きが必要となります。  

この「事務の手引き」は、申請団体向けに本事業の事務手続き等について、重要な事柄

をまとめています。この手引きに記載されている内容を熟読したうえで、必要な手続きを

行い、事業を申請してください。 

事業実施においては、近年、事業計画での申請額と完了報告時の決算額の差が生じ、返

金が発生する団体が見られます。限られた財源の中での事業となりますので、財源を有効

活用し、実行可能な事業計画に心がけ、効果が見込める事業実施をお願いいたします。 

必要な手続きや記載事項が守られない場合は、委託費を返還いただくことがあります

ので十分ご注意ください。  

なお、ご不明な点がございましたら、最終ページにある連絡先までお問合せください。  

 

 

 

 

個人情報の取扱い  

 

委託事業に関するデータについては、委託事業及びこれに附帯する業務並びに下記の

業務の実施に必要な範囲内で適正に利用いたします。  

・委託事業の募集案内、広報、講習会等の情報、事後報告書等の送付 

・国等の公的機関からの照会、広報誌、事業報告書等及びホームページ上での公表 

・委託事業における調査・分析、委託事業及びサービスに関する研究・開発 
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(1）委託事業の実施期間 
「委託事業の実施期間」は原則、委託契約締結日から令和 6 年 2 月末日までです。 

この間に、事業（活動）と委託事業に係るすべての支出を完了させてください。 

上記期限の延長を希望する団体は必ず、事前に日本パラスポーツ協会に連絡し、最終提出期限を確

定してください。 

期限までに完了しなかった事業（活動）や経費の支出は、委託の対象外となり、委託費を返還してい

ただくことになりますので、ご注意ください。 

 

（2）基本的な手続きの流れ 

１） 受託申請 

以下の申請に必要な資料を下記申請期限までにご提出ください。 

① 受託申請書（様式１） 

② 事業計画書（様式２） 

③ 予算書（様式３－１、３－２） 

④ 申請団体の謝金、旅費、賃金等の規定、規約等 

※映像制作を業者へ発注する場合は別途見積書を提出すること 

    ※上記のデータについて、USB 等の電子媒体またはメールでもご提出ください。 

 

２） 申請期限：令和 5 年 5 月 26 日（金）必着 

 

３） 委託決定と通知 

申請期限までに提出のあった申請書等を審査し、委託費を決定し申請団体に通知します。 

 

４） 委託契約の締結 

3）の内容に基づき、当協会と申請団体で委託契約を締結します。 

当協会から申請団体に委託契約書を郵送し、内容について双方合意、捺印のうえ、原本を２部作成

します。１部は当協会、１部は申請団体が保管します。 

 

５） 委託費の請求 

委託契約締結後、委託先団体より当協会が指定する「請求書」にて委託費の請求を受け付けます。

受領後、ご指定いただいた口座へ委託費を振込みます。（6 月下旬頃予定） 

※委託契約締結日より前に発生した発注行為（契約・発注・納品・支払）および事業経費は助成対象

外となります。 

※委託契約締結日から委託費の入金以前に発生した事業経費の支出については、委託先団体にて

立替えをお願いいたします。 

 

６） 委託対象事業の実施  

本事業の委託契約締結日～令和 6 年 2 月末日までとなります。 

実施期間の延長を希望する場合は、委託申請時にご相談ください。 

 

７） 委託対象事業の実施完了報告 

◆事業完了報告の提出期限 

各団体において事業完了から 1 カ月以内にご提出ください。令和 6 年 2 月以降に事業が完了

する場合は２月末日（消印有効）までに必ずご提出ください。 

※提出期限が守られなかった場合は、委託費を返還いただく場合がありますのでご注意くださ

い。 
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◆事業完了報告に必要な資料 

① 完了報告書 

完了報告書は、委託先団体の長が押印して提出してください。 

② 決算書・決算内訳 

決算書は、領収書（振込伝票）及び納品書のコピーを添付し提出してください。 

③ 成果物（映像データ） 

以下、１）２）を記載の使用に揃えて提出してください。 

 

１）当協会ホームページ公開用データ 

■コーデック：H.264 

■コンテナ：mp4 

■サイズ：1920×1080 

■フレームレート：23.976fps or 29.97fps 

■ビットレート：VBR12～24Mbps 

■サウンド：ステレオ 2ch 128kbps 以上 

２）当協会ホームページ公開時のサムネイル画像 

■1280×720、2M 以下のデータで、画面内に以下を入れてデザインする。 

■動画のタイトル 

■事業名：令和 5 年度パラスポーツの映像・制作配信事業 

■制作者名 

 

※報告書書類はデータでもご提出ください。 

※制作物データは電子記録媒体に収め、併せて郵送にて提出ください。 

 

８） 実施完了報告に対する確定通知 

7）において、委託先団体から提出された事業報告関係書類について内容の審査が完了後、当該

事業の「確定」を行い、対象団体宛に通知します。 

 

 

（3）委託事業の経理処理 
本事業では、事業実施により発生した謝金、旅費、賃金等の支払いについては、原則、事業実施団

体の規程（規定）、規約を基準に支払ってください。ただし、基準限度額がありますので、P8 の経費支

出一覧をご参照ください。 

各種支払い（スタッフ交通費や宿泊費等も含む）の方法は、原則、振込みにより行ってください。口

座からの振込みは、口座から行い、やむを得ず現金で振込みを行う場合は、振込みの内容や金額が、

通帳や団体の経理関係書類（帳簿等）と相違がないよう、間違いなく処理してください。 

また、本委託事業を行う上で、できる限り本事業のみでの実施とし、他委託事業を併用して実施す

る場合は、経費が重複しないよう、本事業のみでの請求書をもとに支払うよう心掛けてください。 

１つの請求書に複数事業の内容が含まれる場合は、当該事業分の請求であることが確認できる内

訳書を提出してください。（この場合、振込手数料は本事業にてお認めできません） 

なお、本事業に係る経費において、ガバナンスの観点からポイントでの購入や購入時のポイント付与

は不可とします。 

 

１）委託事業の支払いにかかる注意点 
①支払時期（事業として対象とする支払いの期間） 

委託事業の対象経費は、委託事業の実施により生じた経費であって、委託契約期間内に支払い

の理由（納品の完了等）が発生し、かつ支払いが完了するもののみが対象です。 
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②申請事業のみへの支払い方法 

他事業と併せての支払いは金額の照合が困難になる場合がありますので、本委託事業で申請さ

れた事業のみへの支払いをお願いいたします。 

③源泉徴収 

・ 源泉徴収手続きに関する事項は、団体の管理となりますので、所轄の税務署へお問い合わせく

ださい。  

・ 源泉徴収について、この手引きの記載内容と税務署からの説明に異なる点がありましたら、当

協会経理課まで、ご連絡ください。 

 

【参考】 

・ 謝金および謝金と一緒に支払った旅費、賃金を支払う場合には、税法に基づき源泉徴収の対

象となります。所轄の税務署の指導によりますが、日当旅費も源泉徴収の対象になる場合があ

りますので、必ず所轄の税務署に確認してください。 

・ 源泉徴収が必要な謝金、賃金の支払いを行う団体は、事前に「源泉徴収義務者」としての登録

（「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出）をしてください。登録手続き先は、給

与支払事務所（競技団体）等の所在地の所轄税務署となります。 

・ 支払いの都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。 

・ 差し引いた源泉所得税は、原則として、実際に支払った月の翌月の 10 日までに所轄税務署に

納めなければなりません。 

 

２）証拠書類等 

 ①証拠書類 

◆証拠書類等は、完了報告書の内訳欄に記載された金額との突き合わせが容易となるよう、証憑

書類には必ず『証憑番号』を振り、事業完了報告書（エクセル）の領収書番号欄に合致する番号と

事業該当日を記入してください。 

◆証拠書類として認められない（委託対象にできない）領収書の不備や以下に該当する場合は、

対象経費として認められない場合があります。 

・ 支払先と完了報告書の支払先が一致しない場合や確認できない場合 

・ 領収書の宛名が正式名称や完了報告書に記載されている参加者名で記載されていない（団体  

の略称・俗称、内部の委員会、代表者や担当者の個人名、団体の支部、上部・下部組織）場合 

・「レシート」及び「レシート型領収書」は証拠書類として扱いますが、対象とならない品目（当該事

業では明らかに対象外と判断できるもの）が含まれている場合 

・団体の出金伝票など団体内部の書類のうち、該当する部分の写しの場合（「写し」単独では証拠

書類とは扱えません。） 

・支払いの方法に応じて、下記にある書類を必ず添えて提出ください。 
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振
込
み
に
よ
る
支
払
い
の
場
合 

【必須書類】 

・請求書等、支払い内容（内訳）が確認できる明細書類 

・見積書 

・納品書 

・銀行振込伝票 

・領収書 

・スタッフ等が宿泊施設や旅行会社等に直接支払った場合の宿泊施設や旅行会社等 

発行の個人宛の領収書 

・競技団体から立て替えたスタッフへの振込証拠書類 

・立て替えの理由書 

・立て替え場合：内訳（購入日・品目・金額）を記載した証拠書類 

 

【留意点】 

※国庫委託事業で支払われるもののみとし、他の会計と一緒にしないようにしてく 

ださい。 

※事業の一部を業者等に依頼（印刷製本費等）する場合は、複数業者による価格比較 

等を行った見積書が必要です。 

現
金
に
よ
る
支
払
い
の
場
合 

 

※現金による支払いは、支払先が振込による支払いの対応をしていない場合に限ります。 

【必須書類】 

・領収書（支払い先が発行するもの） 

・請求書等、支払い内容（内訳）が確認できる明細書類 

・納品書 

※領収書等の宛先は、委託先団体（正式名称）宛にしてください。（振込による支払い

ができない場合のみ） 

 

【補助資料】 

・諸謝金、旅費、賃金等の支払いに関する団体の規程 

・事業の一部を業者等に依頼する場合は、複数業者による価格比較等を行った書類 

・現金による支払いについての理由が必要と当協会が判断した場合、理由書を提出 

いただきます。 

 

・振込伝票や領収書の日付や購入の内容が不明確な証拠書類等について、重大な不備があると当

協会が判断するものについては、その経費全額を委託対象外といたしますので、ご留意ください。 

 

※立替払いについて、個人間での経費の立替払いは行わないでください。 

○ A 氏が事業に関わる物品等を急遽コンビニで購入し立て替えた分を団体が A 氏に支払う 

× 
A 氏が支払った領収書を B 氏が A 氏に立替払いをして、B 氏が団体に立て替え請求をす

る・・・個人間の立替 

× 

○○事業と△△事業（契約の異なる別事業や他助成事業等）で A 氏がそれぞれ購入し立

て替えた分を団体が○○事業の予算を使って A 氏にまとめて支払う 

・・・複数事業間の立替 

 

なお、以上の書類の原本については、日本パラスポーツ協会が受ける監査等で必要となります。

事業内容や経費の支払状況に応じて委託先団体に提出をお願いする場合もありますので、必ず、

整備しておいてください（事業完了後 5 ヶ年度（事業実施年度を含まず）の保管義務がありま
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す）。監査等の際に、委託事業に係る公正な帳簿類等の整備や保管・管理が不十分で適正な支出

等が証明できない場合には、委託費の交付決定を取り消し、委託費を返還していただくことが

ありますので、ご注意ください。 

 

②宿泊証明書 

宿泊を伴う事業の場合は、宿泊施設が発行する宿泊証明書を提出してください。併せて、団体等で

宿泊された場合は、日ごとの宿泊者と単価が確認できる一覧表宿泊者名簿（名簿）を作成し提出し

てください。 

 

③その他所費の領収書 

【借損料】 

・ 利用施設の所有者または管理責任者の発行する請求書（利用期間、利用内容、金額の根拠が

確認できる明細が含まれていること）を提出してください。 

・ 振込伝票（やむを得ない理由により現金により支払いを行った場合は領収書）。また、レンタカ

ー利用については利用者、期日、明細及び利用理由が分かる資料を振込伝票または領収書に添

付してください。 

 

 

【印刷製本費】 

・事業実施中に必要とされる資料のみを対象とし、数量・単価及び用途が分かる資料を振込伝票

または領収書に添付してください。 

・複数購入する場合は、購入数の根拠となるリストを提出してください。 

 

【消耗品費】 

・購入先の発行する請求書等（内容や内訳を確認できる明細が含まれていること）、納品書（店頭

で直接購入する以外）を振込伝票または領収書に添付してください。 

・複数購入する場合は、購入数の根拠となるリストを提出してください。 

・同じ消耗品を他事業で使用する場合でも、金額と個数の整合性が取れなくなってしまうため本

事業とは必ず分けて発注してください。（検査キットの大量発注など） 

※他事業分とあわせて発注した場合、振込手数料は対象外となります。 

 

【通信運搬費】 

・振込伝票または業者の発行する領収書を提出してください。 

・送付先リストを提出してください。（どこに、だれが、だれあてに何を送付したかわかる書類） 

     

 

 

（４）委託事業の対象経費・対象外経費 
１）委託の対象となる経費等は、次に記載している「委託対象経費等一覧」に記載されているとおり

です。一覧に記載されている経費項目であっても、委託事業を実施するために、真に必要な経費

のみが対象となります。 

２）事業完了後、既に支払いを終了してしまっていても、対象外経費であった場合には、返還してい

ただくことになりますので、ご注意してください。 

３）委託事業の総事業経費の一部に対象外経費が含まれている場合があります。 この場合は、委託

対象からその経費を除外して委託費交付額の範囲内で支出内容を見直し、経理書類に記載して

ください。 
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経費支出一覧 
※「基準限度額」については、原則、各団体の規程等にある金額と比べ、安価な方の金額を限度額とする 

費 目 基準限度額 ※ 詳細内容・留意点 対象とならない経費 提出が必要な証拠書類 

諸
謝
金 

謝 金 

（講師、医務員、 

審判員等への 

謝金） 

 

◆教室、体験会、講

習会における講師

謝金 

１時間あたり、税込

10,000 円以内 

 

◆会議における委

員謝金 

１回あたり、税込 

10,000 円以内 

 

・雇用によるものではなく、個人に対し

て支給する報酬および教室、体験会、

講習会等の（外部）講師に対する謝金 

・自団体の役職員に対する謝金は原

則対象外。ただし、委託事業に直接従

事する無給の役職員に対する謝金は

対象経費とする。この場合の謝金は、

恒常的な人件費ではなく委託事業に

従事した部分に対して認める。  

 
・講師謝金は、講義を行った実時間が対

象。 

・講師名、謝金単価、講義時間が分かる

ようにまとめた一覧表を提出すること

（書式は問わない）。 

・単価、支払い方法等、貴団体の規程に

沿って行うこと。 

・会議で謝金を支払う場合は、会議の場

所、時間、出席者、内容がわかる書類

（会議次第または議事録）を添付するこ

と。 

 

・専門家、有識者を形式

的に訪問した場合の謝礼  
・講師の事前打合せや準

備にかかる謝礼 
・菓子折り、物品、商品券

などの金券などによる謝

礼（手土産等）  
・完了報告書等の作成謝金  

・振込書（口座への振込の

場合） 

 

・領収書（個人、団体へ直接

支払う場合） 

（個人へ支払う場合は、領

収書の宛名は受領者氏名

とすること。また、団体へ支

払う場合は団体名でも可。

その場合は金額の内訳や名

簿などの根拠が必要） 

 

・従事した日・時間・内容の

わかる書類 

・委託先団体規程等 

 

・会議次第または議事録 

旅
費
交
通
費 

交通費 

（公共交通機関） 

※鉄路・空路 

※留意点参考 

・鉄路の場合、対象者の勤務先又は自

宅最寄り駅から事業開催地の最寄り

駅の間の交通費往復分（下限制限な

し）。 

※IC カード料金で算出すること。

ただし切符料金の方が安価な場合は

切符料金で算出（目的地まで合理的

な経路で公共交通機関を利用した場

合の実費相当額）。 

 

・特別急行列車を運行する線路で移

動する際、同一列車の乗車区間が片

道５０㌔以上ある場合は、当該特急料

金の支給は可。 
・新幹線を運行する線路による移動

の際、同一列車の乗車区間が片道１０

０㌔以上ある場合は、当該特急料金

の支給は可。 

・航空機の片道の行程が 600 ㌔以

上の場合で、次のいずれかに該当す

る場合は、航空機を利用することが

できる。 

(1)航空機を利用することにより宿泊

せずに済む場合 

(2)電車を利用する場合の移動時間

が 4 時間を超える場合 

(3)電車を利用する場合の運賃より

安価となる場合 

・発券手数料は、国内航空券であれば

国内交通費、海外航空券であれば海

外交通費に、航空券と合算して計上

すること。 

 

・電車のグリーン席料金 

・航空機等の特別料金 

・運営スタッフ以外の参加

者の旅費 

・振込書（口座への振込の

場合） 

・領収書（個人、団体へ直接

支払う場合） 

（個人へ支払う場合は、領

収書の宛名は受領者氏名

とすること。また、団体へ支

払う場合は団体名でも可。

その場合は金額の内訳や名

簿などの根拠が必要） 

 
・交通費の算出根拠とな

る資料（WEB 等の乗換

案内から検索した交通経

路、航空・鉄道会社等、交

通機関が公開している料

金表・運賃表等「この区間

で使う予定の通常使う経

路」を示す資料（事業実施

に整合性のある行程でな

い場合は対象外） 

 
・航空機利用の場合は、

搭乗券の半券と料金がわ

かる書類（領収書など） 

 

・タクシー利用の場合は以下

の書類を提出すること。 

・理由書 

・同乗者が要る場合は明記

すること 

・適当な時間の公共交通

機関がない場合は、バス・

電車などの時刻表を提出 
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費 目 基準限度額 ※ 詳細内容・留意点 対象とならない経費 提出が必要な証拠書類 

交通費 

（車賃） 

車賃 
（1km あたり） 

37 円以内 

・講師や運営スタッフの車での移動に

かかる旅費 

・高速道路の利用料金 

 

・タクシー利用については以下の例

に該当する場合利用を認める。 
①目的地まで公共交通機関がない 

②事業開始までに適当な時間の公共

交通機関がない等 

③障がい等の理由により、公共交通

機関での移動が困難な場合 

・燃料代（ガソリン代） 

・団体の規程（委託申請の

際に提出） 
・振込書または領収書 
・対象の区間の距離と経

路が分かる資料 

（事業実施に整合性のあ

る行程でない場合は対象

外） 

・利用した対象者がわか

る説明書類（高速道路の

利用料） 

 

宿泊費 
実費 

（１泊につき） 
12,800 円以内 

・左記の金額を限度額とし、実費とす

る。  

・宿泊費は室料、夕・朝食代、税、サー

ビス料とします。夕・朝食代について

は「宿泊料」の領収書の内訳（明細）に

含まれる場合に限り対象。 

※障がい等の理由により、バリアフ

リールームの利用が必要かつ規程

額を超える金額となった場合は理

由書を添付すること。 

 
≪宿泊対象者≫ 

招聘する講師と事業の運営実務を

担当する役員・スタッフ等）で、か

つ事業実施場所に到着するために

自宅最寄り駅を朝 7 時前の出発、

事業後の帰宅時間が自宅最寄り駅

に 23 時着を越える者が対象 

・左記に含まれない個人

的な費用（ルームサービス

代、クリーニング代等） 
・単体での領収書による

「朝食代」、「夕食代」等の

「食事代」 

・基準限度額を超えて支

出した場合の超過部分 

ａ.宿泊施設や旅行会社 
等業者へ支払う場合  
・振込伝票 または領収書  
・宿泊証明書（宿泊施設が

発行したもの）  
・宿泊者名簿  

・宿泊単価が証明できる書

類 

 

ｂ.対象者個人が直接宿泊

施設等へ支払った場合  
・振込伝票（団体から個人

への振込みに対するもの）  
・領収書（個人が宿泊施設

等に支払った際の宿泊施

設等の領収書）  
・宿泊証明書  

日 当 
（１日あたり） 

2,200 円以内  

※委託先団体の旅費規程に定められ

ている場合は、支払い可。 

≪対象者≫ 

上記の宿泊対象に該当し、実際に宿泊

が伴った者または招聘する講師、スタ

ッフ 

≪日当の構成要素≫ 

・対象事業での活動にかかわる交通費

や諸雑費。 

 

・基準限度額を超えて支

出した場合の超過部分 
 

・振込伝票または領収書 

所 

費 

借損料 

（会場利用料、備品

借用料等） 

  

・対象事業実施のために使用する競技

場、練習施設、講習会場等の借上げ料

及び音響等の付帯設備等使用料等。  
※会場選定は、複数候補の中から委託

事業の実施に最も適し、かつ使用料も

妥当である会場を選定すること。  

 

・委託事業にかかる物品の借上げ料 

・スポーツ用器具（借用時）  

・Wi-Fi ルーターのレンタル代 

 

・レンタカー利用については以下の例

に該当する場合利用を認める。 

①目的地まで公共交通機関がない 

②事業開始までに適当な時間の公共

交通機関がない 

③用具等の備品搬送に必要な場合 

・レンタカーに係る有料道路料金、燃

料代、駐車場代等 

※但し、燃料代については、レンタカー

代金に含む形での計上も可 

・パソコン、コピー機等、経

常的使用機器類のリース

料 

・見積書  

・振込書または領収書 

 

・請求書等、利用期間、利用

品目が明記された証拠書

類  

 

・レンタカー利用の場合は

以下の書類を提出 

・理由書 

・同乗者が要る場合は明記

すること（レンタカー使用

者には、その区間の旅費の

支給はできない） 

・適当な時間の公共交通機

関がない場合は、バス・電

車などの時刻表を提出 

・レンタカー移動の行程表 

（事業実施に整合性のある

行程でない場合は対象外） 
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事

業

費 

費 目 基準限度額 ※ 詳細内容・留意点 対象とならない経費 提出が必要な証拠書類 

消耗品費 

（事務用品、マスク、

消毒液等） 
  

・コピー用紙、トナー、インク 

・事務用品（ペン、ガムテープなど） 

・マスク、消毒液 

・封筒など 

委託対象事業にかかる必要な消耗品

等の購入経費で、耐用年数が 1 年未

満のもの、または取得価格が 10 万

円未満のものを消耗品として対象と

する。  
※取引業者を選定する場合は、複数業

者の見積りで価格比較を行うこと。  

・パソコンやビデオカメ

ラ、タブレット、プロジェク

ター等の汎用性が高い経

常的使用機器 

 
・大会等における参加賞、

トロフィー、景品、メダル、

賞状など 

 
・菓子や食材など、事業に

直接関係のない物 

・請求書 

・振込書または領収書 
・購入先が発行する領収書  
・請求書等内訳を確認でき

る明細  
・納品書  

 

・見積書、請求書には、個

数、単価がわかるものを添

付すること（必要数の根拠

書類） 

≪複数業者の見積もりで

価格比較等を行った場合

≫ 
・見積書  

会議費  

・会議等のお茶代 

 

≪弁当支給の対象者≫ 

招聘する講師と事業の運営実務を

担当する役員・スタッフ等で、かつ

1 日通してかつ昼食の時間帯も実

施し、日当の支給がない者 

 

・会議については会議の場所、時間、

出席者、内容がわかる書類（会議次第

または議事録）を添付すること。 

・参加者、受講者の弁当代 

・菓子代 

・請求書等内訳を確認でき

る明細  
・振込書または領収書 
・購入先が発行する領収書  
・納品書  

・個数、単価がわかるもの

（必要数の根拠書類） 

・支給対象者のリスト 

・会議次第または議事録 

印刷製本費 

（資料作成費、 

コピー代等） 
  

・委託対象事業実施に係るチラシ、ポ

スター、調査票、報告書、封筒、配布資

料等の印刷にかかる経費 

（作成物には本事業により作成したも

のであることを示す標記をすること。

また定期的であると誤解を生じるよう

な " 号 " 、 "No." 、 "Vol."等の表記

はしないこと。）  

・対象事業実施に要したコピー代  
（注：外部でコピーを行い領収書が発

行される、あるいはコピーカウンター

や利用番号等により使用額が区分可

能で、請求書等で委託事業専用の経

費であることが証明できる場合に限

る）  

※取引業者を選定する場合は、複数業

者の見積りで価格比較を行うこと。  

・団体の定期的な刊行物

や団体の広報誌等の団体

運営費とみなされるもの 

（会員や寄付を募るもの） 

・請求書 

・振込書または領収書 
・業者の発行する領収書  
・作成した印刷物（2 部）  

・納品書  

・印刷部数の根拠書類 

（単価と必要数の根拠） 

 ・見積書  

通信運搬費 

 
・切手やレターパック代 

・宅急便代（事業に必要な備品の送

付等） 

・講師、講習会運営スタッフ、受講者

等との連絡に係る送料  
・ちらし、ポスター、調査表、報告書等

の郵送料  
 

・電話、ファックスの電話

料、インターネット利用料  

・振込書 または領収書 

・発送数の根拠書類（単価

と必要数の根拠） 

・どこへ、誰が誰宛に何を

送付したかわかる書類 

・切手、レターパック等で団

体の在庫を使用し、後から

使用分を購入する場合は、

実際に事業で使用した数

量で購入すること 

保険料  

委託事業のためだけに加入する傷害

保険料 

 

≪対象者≫ 

講師・講習会運営スタッフ・受講者等

の当該事業に関わる人員 

 

・振込伝票または領収書 

・契約書 

・加入者名簿 

※レクリエーション保険の

場合は算出根拠 
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費 目 基準限度額 ※ 詳細内容・留意点 対象とならない経費 提出が必要な証拠書類 

雑役務費  

・通訳や手話通訳、要約筆記、翻訳等

を専門機関に依頼する経費（謝金で対

応する場合を除く） 

 
・映像撮影や編集など、業者との契約

に基づき、業者へ支払うもの 

  
・対象の支出にかかる銀行等の振込手

数料  

 
※取引業者を選定する場合は、複数業

者の見積りで価格比較を行うこと。  

 

・本委託事業とは関係の

ない事業とまとめて振り

込まれた場合の振込手数

料  

例）検査キットを他事業分

と併せて大量発注した場

合の振込手数料 

 

・源泉所得税 

※源泉所得票の提出は不

要だが、団体内で管理す

ること。 

・支払い内容および金額の

内訳(日時・単価・人数等）

がわかる書類を添付する

こと。 

≪通訳や要約筆記、翻訳等

の経費を個々の対象者へ

支払う場合≫  

・振込伝票または領収書 

≪通訳や手話通訳、要約筆

記、翻訳等の経費を専門機

関へ支払う場合≫  

・請求書、請求書等内訳を

確認できる明細  

・振込伝票  

・料金規定が確認できる書

類 

 

≪複数業者の見積もりで

価格比較等を行った場合

≫ 
・見積書 

賃

金 

運営補助 

スタッフ 

（１日あたり） 
4,000 円以内 

・補助員（サポートスタッフ）への謝礼 

・事務局員の超過勤務の賃金 

※事務局員が有給職員で業務を行っ

ている場合は、勤務時間内は対象

外。本務とは切り分け、本務時間外が

対象。 

・当事業実施のみに必要な個別の実

作業等を行う個人に対して支給する

賃金 
※決算時の総事業費の 10％以内 

≪対象者≫ 

実技補助員、事務局補助員、競技団体

関係者 

・謝金等との同時間帯で

受給している場合、重複し

ての支給はできない。 

 

・振込伝票または領収書  

・勤務表 ※事務局員の超過勤務 

（氏名、単価、業務日、業務

時間、業務内容がわかるよ

うにまとめた一覧表、団体

または所属長の押印がさ

れたもの） 

・単価、支払い方法等は貴

団体の規程に沿って行うこ

と（賃金は拘束時間ではな

く、実務時間で計算するこ

と）。 

・支給対象が事務局員の場

合は、出勤簿（業務日時、時

間、内容が記載されたも

の）を作成し提出すること。 

・補助員に対しての支払い

は、団体の規程によりご判

断すること。 

・同じ人に連続して賃金を

支払う場合は、何日か分を

まとめた領収書にしても構

わない（内訳が必要）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

 

（５）(公財)日本パラスポーツ協会業務での提出資料使用 
委託事業の実施各段階で、委託先団体が提出する申請書、報告書及び関係する資料は(公財) 

日本パラスポーツ協会の業務において、引用またはその一部を加工して使用することがありま

すので、予めご了承ください。 

【使用例】 

・(公財)日本パラスポーツ協会の年度別事業計画書、事業報告書等への記載 

・委託事業の実施報告書冊子等への掲載 

・(公財)日本パラスポーツ協会の主催事業およびホームページ等での事業紹介 

 

（６）委託事業の成果物 
成果物とは、委託事業で作成した「映像データ」などで、本事業で作成した旨の表示が必要な

場合がありますので、必ず事前に担当者までご連絡ください。なお、本事業で作成した成果物は

事業完了報告の際に提出していただきます。  

 

成果物の販売は認められません  

委託金で作成した成果物（映像データ・ＤＶＤ等）の販売（価格表示を含む）は認められません。 

ただし、事業完了後に成果物を増刷する必要性が生じた場合は、事前に協会に連絡してくだ

さい。事業完了後の増刷については、有償で行いたい場合にあっては実費相当（価格表示は認

められない）としてください。  
 

（７）委託事業の書類の保管 
当協会及び委託先団体は、委託対象者として国の規程に基づき、委託事業に係る所要の帳簿

類、当該収入及び支出について、証拠書類及び予算と決算との関係を明らかにした事業実施関

係書類（委託申請書や委託契約書、完了報告書等関係書類一式）を事業完了後 5 か年度（事業

実施年度を含まず）保管することとなります。  

監査等の際に、委託事業に係る公正な帳簿類等の整備や保管・管理が不十分で適正な支出等

が証明できない場合には、委託費の交付決定を取り消し、委託費を返還していただくこととなり

ますので、必ず整備・保管をしてください。  
 

 

（８）委託対象者の監査 
委託事業の実施期間終了後においても、委託元である国が必要であると認めた場合、日本パ

ラスポーツ協会及び委託を受けた団体は監査の対象となります。委託事業の実施の適否及びそ

の成果に対し、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 33 年法律第 179 

号）」が準用されますので、会計検査院の検査の対象ともなります。  
 
 

（９）その他の注意事項 
１）次に掲げるものは、対象事業や対象経費とはなりません 

・他団体が行う事業の代行に類するもの 

・当協会の委託費をもとにして他の団体に対しさらに委託費交付を行うもの 

・外部への寄付・寄贈を目的とするもの 

・娯楽性の高い経費 

・不当に単価等の高い経費 

・団体関係者或いは特定の個人および団体へ随意契約により支払われる高額経費 

２）共催事業の禁止について 

・共催事業は原則として認められませんのでご注意ください。 
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３）団体での監査対象書類等の取り扱いについて 

・総会、理事会等、団体の規約などで定める機関等での事前説明、報告と承認を適切に行ってく

ださい 

・各事業について、収支報告を参加者に対しても開示するよう努めてください。（特に、事後に支

出内容等に変更が発生した場合等は、変更点についての説明を行うよう努めてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 

公益財団法人日本パラスポーツ協会 スポーツ推進部 

〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6  

電話  03-5695-5420 

FAX  03-5641-1213 

E-mail  d-yamashita@parasports.or.jp 

 


